
(参考資料３－１)

        　　一部改正について

　全国知事会事務局の組織等に関する規則の一部を次のとおり改正

する。

　　平成１７年５月３１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　 全 国 知 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　 会　長　　麻　生　　　渡

全国知事会事務局の組織等に関する規則の



全

国

知

事

会

事

務

局

の

組

織

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

全

国

知

事

会

事

務

局

の

組

織

等

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

六

月

十

四

日

施

行

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

一

項

総

務

部

第

十

号

中

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

改

め

る

。

調

査

第

一

部

第

五

号

中

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

改

め

る

。

調

査

第

二

部

中

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

に

繰

り

下

げ

、

第

四

号

と

し

て

、

「

総

務

常

任

委

員

会

（

財

源

調

整

に

関

す

る

事

項

）

に

関

す

る

事

項

」

を

加

え

る

。

国

際

部

第

三

号

中

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

規

則

は

、

平

成

十

七

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

改

正

事

由

）

常

任

委

員

会

及

び

特

別

委

員

会

の

体

制

を

機

動

的

・

効

率

的

に

運

営

で

き

る

組

織

と

す

る

こ

と

か

ら

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

へ

名

称

の

変

更

を

す

る

こ

と

に

伴

う

改

正

及

び

「

総

務

常

任

委

員

会

」

の

分

掌

事

務

を

追

加

す

る

改

正

を

行

う

も

の

で

あ

る

。
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全
国
知
事
会
事
務
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
・
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
三
条

（
略
）

第
一
条
～
第
三
条

（
略
）

（
部
及
び
室
の
分
掌
事
務
）

（
部
及
び
室
の
分
掌
事
務
）

第
四
条

部
及
び
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
条

部
及
び
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

総
務
部

総
務
部

一
～
九

（
略
）

一

全
国
知
事
会
議
、
正
副
会
長
会
議
及
び
理
事
会
に
関
す
る
事
項

二

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項

三

収
入
、
支
出
命
令
及
び
出
納
事
務
に
関
す
る
事
項

四

職
員
の
人
事
及
び
給
与
に
関
す
る
事
項

五

職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

六

公
文
書
の
収
受
、
管
理
等
に
関
す
る
事
項

七

公
印
に
関
す
る
事
項

八

財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
項

九

事
務
局
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

十

総
務
常
任
委
員
会
（
自
治
医
科
大
学
の
運
営
に
関
す
る
事
項
）
に
関
す
る

十

地
方
制
度
常
任
委
員
会
（
自
治
医
科
大
学
の
運
営
に
関
す
る
事
項
）
に
関

事
項

す
る
事
項

十
一
～
十
二

（
略
）

十
一

他
の
部
に
属
さ
な
い
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項

十
二

他
の
部
に
属
さ
な
い
事
項

連
絡
広
報
部

連
絡
広
報
部

一
～
八

（
略
）

一

都
道
府
県
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

二

政
府
、
国
会
、
政
党
及
び
報
道
機
関
に
関
す
る
連
絡
調
整
及
び
情
報
の
収

集
整
備
に
関
す
る
事
項
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三

情
報
化
推
進
対
策
に
関
す
る
事
項

四

前
号
に
関
連
す
る
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項

五

広
報
に
関
す
る
事
項

六

機
関
誌
の
編
集
及
び
発
行
に
関
す
る
事
項

七

都
道
府
県
職
員
の
研
修
に
関
す
る
事
項

八

地
方
自
治
確
立
対
策
協
議
会
に
関
す
る
事
項

調
査
第
一
部

調
査
第
一
部

一
～
四

（
略
）

一

地
方
制
度
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

二

地
方
財
政
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

三

社
会
文
教
行
政
（
文
部
科
学
行
政
）
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に
関

す
る
事
項

四

農
林
商
工
行
政
（
農
林
水
産
業
行
政
）
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に

関
す
る
事
項

五

総
務
常
任
委
員
会
に
関
す
る
事
項
（
他
の
部
に
属
す
る
事
項
を
除
く
。
）

五

地
方
制
度
常
任
委
員
会
に
関
す
る
事
項
（
他
の
部
に
属
す
る
事
項
を
除

く
。
）

六
～
七

（
略
）

六

社
会
文
教
常
任
委
員
会
（
文
部
科
学
行
政
）
に
関
す
る
事
項

七

農
林
商
工
常
任
委
員
会
（
農
林
水
産
業
行
政
）
に
関
す
る
事
項

八

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
事
項
に
関
連
す
る
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事

項

調
査
第
二
部

調
査
第
二
部

一
～
三

（
略
）

一

農
林
商
工
行
政
（
経
済
産
業
行
政
）
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に
関

す
る
事
項

二

建
設
運
輸
行
政
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

三

社
会
文
教
行
政
（
厚
生
労
働
行
政
及
び
環
境
行
政
）
に
関
す
る
調
査
研
究

及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

四

総
務
常
任
委
員
会
（
財
源
調
整
に
関
す
る
事
項
）
に
関
す
る
事
項

四

農
林
商
工
常
任
委
員
会
（
経
済
産
業
行
政
）
に
関
す
る
事
項

五

農
林
商
工
常
任
委
員
会
（
経
済
産
業
行
政
）
に
関
す
る
事
項

五

建
設
運
輸
常
任
委
員
会
に
関
す
る
事
項

六

建
設
運
輸
常
任
委
員
会
に
関
す
る
事
項

六

社
会
文
教
常
任
委
員
会
（
厚
生
労
働
行
政
及
び
環
境
行
政
）
に
関
す
る
事
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七

社
会
文
教
常
任
委
員
会
（
厚
生
労
働
行
政
及
び
環
境
行
政
）
に
関
す
る
事

項

項

七

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
事
項
及
び
財
源
問
題
に
関
す
る
事
項
に
関
連

八

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
事
項
及
び
財
源
問
題
に
関
す
る
事
項
に
関
連

す
る
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項

す
る
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項

国
際
部

国
際
部

一
～
二

（
略
）

一

外
国
関
係
諸
会
議
に
関
す
る
事
項

二

国
際
交
流
、
国
際
協
力
等
に
関
す
る
調
査
研
究
、
資
料
の
収
集
及
び
立
案

に
関
す
る
事
項

三

総
務
常
任
委
員
会
（
国
際
交
流
、
国
際
協
力
等
に
関
す
る
事
項
）
に
関
す

三

地
方
制
度
常
任
委
員
会
（
国
際
交
流
、
国
際
協
力
等
に
関
す
る
事
項
）
に

る
事
項

関
す
る
事
項

研
究
室

研
究
室

一
～
三

（
略
）

一

地
方
自
治
に
関
す
る
基
本
的
重
要
問
題
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

二

前
号
の
事
項
に
関
連
す
る
特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三

図
書
及
び
資
料
の
管
理
に
関
す
る
事
項

第
五
条
～
第
十
三
条

（
略
）

第
五
条
～
第
十
三
条

（
略
）

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
事
務
局
に
部
等
を
設
置
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


